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第６章 計画の推進体制 

１ 計画の推進 

本計画は、保険者、関係市町、介護サービス事業者、保健・医療・福祉の関係機関、高齢

者相談支援センターなどが連携・協力して推進します。 

 

２ 計画の進行管理 

それぞれの施策を適切かつ効果的に実施し、必要に応じて随時見直しを行うために「知多

北部広域連合介護保険事業計画推進委員会」において関係機関及び被保険者の代表として

計画の進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の見直し 

介護保険事業計画は、３年ごとの計画期間で策定されるもので、この第８期介護保険事

業計画では、令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）までを計画期間として

います。しかし、計画期間中に介護保険法等の改正などにより、計画が現状と大きく乖離す

ることが明らかとなったときは、必要に応じて、厚生労働省、愛知県及び介護保険事業計画

推進委員会の意見をもとに、事業計画の見直しを行います。 

また、令和５年度（2023 年度）までの本計画期間中に、令和６年度（2024 年度）から３

年間の、次期計画となる第９期介護保険事業計画を策定します。 

 

ＰＬＡＮ

・担当者会議
・年ごとの事業計画

ＤＯ

・事業の実施

ＣＨＥＣＫ

・担当者会議
・年２回の実施
状況の点検

ＡＣＴＩＯＮ

・計画の改善
・事業の見直し

関係市町担当課 

介護保険事業計画 

知多北部広域連合 

介護保険事業 
計画推進委員会 

（検討結果の報告） 

（反映） 

（審議） （検討結果の報告反映） 
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